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第４期（自平成20年４月１日 至平成21年３月31日) 
 

有 価 証 券 報 告 書 
 

１ 本書は金融商品取引法第24条第１項に基づく有価証券報告書を、同法第

27条の30の２に規定する開示用電子情報処理組織(EDINET)を使用し提出し

たデータに目次及び頁を付して出力・印刷したものであります。 

２ 本書には、上記の方法により提出した有価証券報告書に添付された監査

報告書及び上記の有価証券報告書と併せて提出した内部統制報告書・確認

書を末尾に綴じ込んでおりまず" 

























なお、当社グループでは、お客さまの様々な金融ニーズに対応するため、既存の業態の枠を超え、グル

ープ一体となって金融商品・サービスを提供するグループ融合型の組織体制を構築しており、グループ各

社の連携のもと一荊�Yぢ嵭ｪXを霓ｎ筒とをюi氓ｷｋ









 
(注) １ 特定子会社は、㈱三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行㈱まﾒ�� 







当社グループは、普通銀行・信託銀行・証券会社に加えて、トップクラスのカード会社・リース会

社・消費者金融会社・資産運用会社・米国銀行(Union Bank,N.A.)などを傘下に擁する本格的な総合金



(当連結会計年度の業績) 

当連結会計年度の業績につきましては、以下のとおりとなりました。 

資産の部につきましては、当連結会計年度中５兆7,407億円増加して、当連結会計年度末残高は198兆

7,339億円となりました。主な内訳は、貸出金92兆568億円、有価証券48兆3,141億円、現金預け金６兆

5,623億円となっております。負債の部につきましては、当連結会計年度中６兆7,697億円増加して、当

連結会計年度末残高は190兆1,632億円となりました。主な内訳は、預金・譲渡性預金127兆7,201億円と

なっております。 

損益の状況につきましては、経常収益は前連結会計年度比7,164億円減少して、５兆6,774億円となり

ました。主な内訳は、資金運用収益が３兆4,483億円、役務取引等収益が１兆1,383億円となっておりま





(キャッシュ・フローの状況) 







② 海外 

海外における資金運用／調達の状況は次のとおりであります。 

当連結会計年度の海外の資金運用勘定平均残高は前年度比453億円減少して36兆4,197億円となりま

した。利回りは0.86ポイント下降し3.84％となり、受取利息合計は１兆4,002億円で前年度比3,176億

円の減少となりました。資金調達勘定平均残高は前年度比7,142億円増加して32兆7,339億円となりま

した。利回りは1.10ポイント下降し2.75％となり、支払利息合計は9,017億円で前年度比3,335億円の

減少となりました。 

  

 











    

(5) 国内・海外別預金残高の状況 

○ 預金の種類別残高(末残) 

  

 
(注) １ 「国内」とは、当社及び国内連結子会社(海外店を除く)であります。「海外」とは、国内連結子会社の海外

店及び海外連結子会社であります。 

２ 流動性預金＝当座預金＋普通預金＋貯蓄預金＋通知預金 

３ 定期性預金＝定期預金＋定期積金 

４ 「相殺消去額」とは、連結会社間の内部取引等に係る消去額合計であります。 

  

種類 期別
国内 海外 相殺消去額(△) 合計

金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円) 金額(百万円)

預金合計 
前連結会計年度 104,522,582 18,151,874 1,367,156 121,307,300

当連結会計年度 106,399,980 14,837,479 1,087,867 120,149,591

うち流動性預金 
前連結会計年度 57,803,110 6,392,004 297,486 63,897,628





    

  

② 特定海外債

  

 のB､ち、趨該引 槙ｨﾁ停ﾌ引 桝ﾎ象篷�

  期別 国別  特定海外債





(参考) 

自己資本比率は、銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保有

する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準(平成18年





(※)  連結自己資本比率(第一基準)における自己資本の基本的項目に算入しております海外特別目的会

社11社の発行する優先出資証券の主要な性質は次のとおりであります。 
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(注)  清算事由、支払不能事由又は規制事由 

清算事由： 
(ⅰ)日本法に基づき当社の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ)日本の管轄裁判所が、(a)破産法に基づき当
社の破産手続開始の決定を行った場合、若しくは(b)会社更生法に基づき当社の事業の全部の廃止を内容とす
る更生計画案の削ﾙ�Y

�a �a



  

 
(注)  清算事由、支払不能事由又は規制事由 

清算事由： 
(ⅰ)日本法に基づき当社の清算手続が開始された場合、又は(ⅱ)日本の管轄裁判所が、(a)破産法に基づき当
社の破産手続開始の決定を行った場合、若しくは(b)会社更生法に基づき当社の事業の全部の廃止を内容とす
る更生計画案の作成を許可した場合 

支払不能事由： 
当社について、(ⅰ)破産法における支払不能が発生した場合、(ⅱ)当社の負債(基本的項目にかかる借入もし
くは同様の債務を除く)が資産を超える状態が発生した場合、(ⅲ)日本における金融監督を行う行政機関が支
払不能である旨判断し法令に基づく措置を行った場合 

規制事由： 
決算期末又は半期末において関係法令に基づき計算される当社の自己資本比率(第一基準)又は自己資本の内
基本的項目の比率(第一基準)が当該法令の要求する最低限の比率を下回った場合 

  

 ［８］

①  発行体 MUFG Capital Finance 5 Limited 

②  発行証券の種類 非累積型・固定／変動配当・優先出資証券 
(以下、「本優先出資証券」という) 
本優先出資証券の所有者は、当社の発行する残余財産分配の順位が最も優先する優先株式
と実質的に同順位の残余財産分配請求優先権を有する(配当ﾘ,ﾒ�"�<１��莞ﾏ≒ﾈw�a



 
(注)  清算事由、支払不能事由又は規制事由 

清算事由；は矯,ﾘｻぬ@)日本法H)基H#き当社H,(�ﾔ���















当社および当社グループの事業その他に関するリスクについて、投資者の判断に重要な影響を及ぼす可

能性があると考えられる主な事項を記載しております。また、必ずしもそのようなリスク要因に該当しな



２．子会社・関連会社の統合・再編等に関するリスク 

当社グループは、広範な金融商品およびサービスを提供する世界屈指の総合金融グループの創設とい

う戦略的施策の一環として、グループ連結経営の









(6) 不良債権問題等に影響しうる他の要因 

①  1990年代初頭より、日本の経済は、様々な要因(消費支出の低迷および日本企業の設備投資の減

少を含みます。)により低迷し、その結果、多くの企業倒産およびいくつかの大手金融機関の破綻













22．自己資本比率に関するリスク 

(1) 自己資本比率規制および悪化要因 

当社グループには、平成19年３月期より、自己資本比率に関する新しいバーゼル合意(バーゼルⅡ)

に基づく規制が適用されております。当社グループは、海外営業拠点を有しておりますので、連結自

己資本比率は「銀行法第52条の25の規定に基づき、銀行持株会社が銀行持株会社及びその子会社の保

有する資産等に照らしそれらの自己資本の充実の状況が適当であるかどうかを判断するための基準」

(平成18年金融庁告示第20号)に定められる第一基準(８％以上の維持)が適用されます。また、当社の

銀行子会社である三菱東京ＵＦＪ銀行および三菱ＵＦＪ信託銀行も、海外営業拠点を有しております









(1) 子会社との経営管理契約の締結 

当社は、当社グループの健全且つ適切な業務運営を確

保するとともに、子会社の業務伸展を図るた

め、グループ会社との間で経営管理契約を締結しておりますが、当�、三菱ＵＦＪCjコ

ス株式会社ほか１社との間で、新たに経営管理契約を締結いたしました。この結果、当社は、株式会社

三菱東京ＵＦＪK竝s、三菱ＵＦＪ信託K竝s株式会社、三菱ＵＦＪOﾘ券株式会社、三菱ＵＦＪCjコス株式

会社、他グループ会社３社との間で�。 
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(9) 子会社からの借入 





③  自己資本の充実 

財務基盤の一層の安定化と更なる企業成長への備えを行うことを目的に、普通株、優先株等を通

じた資本の増強を実施いたしました。引続き、「自己資本の充実」、「株主還元の充実」、「収益

力強化に向けた資本活用」のバランスをとりながら、企業価値の向上に努めてまいります。 

  

④  ＣＳＲ(企業の社会的責任)経営の推進 



当連結会計年度における主な項目は、以下のとおりであります。 

  

 
  

 

前連結
会計年度 

(A) 
(億円)

当連結 
会計年度 

(B) 
(億円)

前連結
会計年度比 

(B-A) 
(億円)

資金運用収益 ① 38,679 34,483 △4,195

資金調達費用(金銭の信託運用見合費用控除後) ② 20,258 14,724 △5,533

信託報酬 ③ 1,517 1,194 △322

    うち信託勘定償却 ④ 0 0 △0

役務取引等収益 ⑤ 12,494 11,383 △1,111

役務取引等費用 ⑥ 1,759 1,682 △76

特定取引収益 ⑦

特樊引等費用 





(2) 与信関係費用 

与信関係費用総額は、前連結会計年度比3,068億円増加して6,084億円の費用発生となりました。 

その他経常費用のうち一般貸倒引当金については、403億円の戻入となる一方、貸出金償却が、前連

結会計年度比1,596億円増加の4,112億円、個別貸倒引当金繰入額についても1,561億円増加して2,260億

円を計上いたしました。 

  

 
  

(3) 株式等関係損益 

株式等関係損益は、株式等売却益が前連結会計年度比706億円減少する一方、株式等償却が前連結会

計年度比2,924億円、株式等売却損についても207億円それぞれ増加したことにより、前連結会計年度比

3,839億円減少し、4,087億円の損失となりました。 



(1) 貸出金 

貸出金は、前連結会計年度末比３兆5,180億円増加して92兆568億円となりました。 

これは、海外支店が前連結会計年度末比２兆951億円増加したことに加え、国内貸出についても6,819

億円増加したことによるものです。 

  

 
  

２．財政状態の分析

 

前連結
会計年度末 

(A) 
(x末廃 
会計年度末 

(A) 
会計年度末 

(A) 

(x末廃 









［ご参考］金融再生法開示債権の状況 

金融再生法開示債権は、前連結会計年度末比1,313億円増加して１兆1,899億円となりました。開示債

権比率は、前連結会計年度末比0.09ポイント増加して1.24％となりました。 

債権区分別では、要管理債権が918億円減少する一方、破産更生債権およびこれらに準ずる債権が





発生原因別内訳(２行合算) 

  

 
(注)  「２行合算」とは、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行と三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社の単体数値の単純合計を示し

ております。 
  



主な内訳ではし主な内訳で㍗蓼�(ｨI9ｵＷ㍗.冲I�h｡A�はB鞅8内訳で¥� �Ｗ4錬$























  

 
    (注) １ 第１回ないし第４回第五種優先株式の発行可能株式総数は併せて400,000,000株を超えないものと

    する。 

    ２ 第１回ないし第４回第六種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものと 

    する。 

    ３ 第１回ないし第４回第七種優先株式の発行可能株式総数は併せて200,000,000株を超えないものと 

    する。 

  【ﾌ発閤ﾏ謚博｡zB 

  











   

(注) １．各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。 

２．当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ

き同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満

の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主

総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を

株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適

用する。 

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に

準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整すること

ができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。

ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公

告する。 

３．(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

①  交付する再編成対象会社の新株予約
権の数 
  新株予約権者が保有する残存新株予
約権の数と同一の数をそれぞれ交付す
る。 

      

   







   

(注) １．各新株予約権の目的である株式の数(以下、「付与株式数」という。)は当社普通株式100株とする。 

２．当社が当社普通株式につき、株式分割(当社普通株式の株式無償割当てを含む。以下、株式分割の記載につ

き同じ。)又は株式併合を行う場合には、付与株式数を次の算式により調整し、調整の結果生じる１株未満

の端数は、これを切り捨てる。 

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 株式分割又は株式併合の比率 

調整後付与株式数は、株式分割の場合は、当該株式分割の基準日の翌日以降、株式併合の場合は、その効力

発生日以降、これを適用する。ただし、剰余金の額を減少して資本金又は準備金を増加する議案が当社株主

総会において承認されることを条件として株式分割が行われる場合で、当該株主総会の終結の日以前の日を

株式分割のための基準日とする場合は、調整後付与株式数は、当該株主総会の終結の日の翌日以降これを適

用する。 

また、上記の他、割当日後、当社が合併、会社分割又は資本金の額の減少を行う場合その他これらの場合に

準じて付与株式数の調整を必要とする場合には、当社は、合理的な範囲で付与株式数を適切に調整すること

ができる。 

付与株式数の調整を行うときは、当社は調整後付与株式数を適用する日の前日までに、必要な事項を新株予

約権原簿に記載された各新株予約権を保有する者(以下、「新株予約権者」という。)に通知又は公告する。

ただし、当該適用の日の前日までに通知又は公告を行うことができない場合には、以後速やかに通知又は公

告する。 

３．(1) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金の額は、会社計算規則第17条第１

項に従い算出される資本金等増加限度額の２分の１の金額とし、計算の結果生じる１円未満の端数は、

これを切り上げる。 

(2) 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記(1)記載の資本

金等増加限度額から上記(1)に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 

 

①  交付する再編成対象会社の新株予約
権の数 
  新株予約権者が保有する残存新株予
約権の数と同一の数をそれぞれ交付す
る。 

      

   





(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】 

  

年月日
発行済株式 
総数増減数 

(株)

発行済株式
総数残高 
(株)

資本金増減額
 

(百万円)

資本金残高 
 

(百万円)

資本準備金 
増減額 
(百万円)

資本準備金







(5) 【所有者別状況】 

①













(8) 【ストックオプション制度の内容】 
  

  

決議年月日 平成19年11月21日

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員  計189名

新株予約権の目的となる株式の種類 「(2)新株予約権等の状況」に記載しております 

株式の数 同上

新株予約権の行使時の払込金額 同上

新株予約権の行使期間 同上

新株予約権の行使条件 同上

新株予約権の譲渡に関する事項 同上

代用払込みに関する事項 ―

組織再編
る事項 

「(2)新株予約権等の状況」に記載しております 

 

付与対象者の区分及び人数 当社及び当社の子会社の取締役、監査役及び執行役員  
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５ 【役員の状況】

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役会長 
(代表取締役)

― 玉  越 良  介 昭和22年７月10日

昭和45年５月 株式会社三和銀行入行 

(注)４ 58,330

平成９年６月 同行取締役 

平成11年６月 同行常務執行役員 

平成12年４月 加州三和銀行頭取 

平成13年７月 ユナイテッド・カリフォルニア 

銀行頭取 

平成14年１月 株式会社ＵＦＪ銀行専務執行役員 

平成14年３月 ユナイテッド・カリフォルニア 

銀行頭取退任 

平成14年５月 株式会社ＵＦＪ銀行 

副頭取執行役員 

平成14年６月 同行取締役副頭取執行役員 

平成16年５月 同行取締役会長 









 
  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)

取締役 ― 小山田     隆 昭和30年11月２日

昭和54年４月 株式会社三菱銀行入行 

(注)４ 9,850

平成16年５月 株式会社三菱東京フィナンシ�5 ��５月  

役名 職名 氏名 生年月日 略歴 任期
所有株式数

(株)





 
(注) １  



(1) 【コーポレート・ガバナンスの状況】 

１．コーポレート・ガバナンスに関する基本的な考え方  

当社は、株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行、三菱ＵＦＪ信託銀行株式会社、三菱ＵＦＪ証券株式会社な

どの子会社を傘下に擁する持株会社です。当社グループは、国内最大級の顧客基盤と国内外の広範な























(2) 株主総会の円滑な運営を行うことを目的として、当社の定款に株主総会の特別決議要件に関する

別段の定めを以下のとおり定めております。 

  定款第26条第２項 



第５ 【経理の状況】 

  

１ 当社の連結財務諸表は、「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和51年大蔵省

令第28号。以下「連結財務諸表規則」という。)に基づいて作成しておりますが、資産及び負債並びに

収益及び費用については、「銀行法施行規則」(昭和57年大蔵省令第10号)に定める分類に準じて記載し













(単位：百万円)

前連結会計年度 
(自 平成19年４月１日 
 至 平成20年３月31日) 

当連結会計年度 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成21年３月31日) 



























































 
  

(自 平成19年�YD閠Y�?｠



【注記事項】 

(連結貸借対照表関係) 

  

 
  

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) (平成21年３月31日) 

当連結会計年度末

※１ 有価証券には、関係会社の株式249,266百万円及

び出資金2,269百万円を含んでおります。 

   なお、上記に含まれる共同支配企業に対する投資

の金額は8,301百万円であります。 

※１ 有価証券には、関連会社の株式192,702百万円及

び出資金2,722百万円を含んでおります。 

   なお、上記に含まれる共同支配企業に対する投資

の金額は9,160百万円であります。 





 
  

前連結会計年度末 
(平成20年３月31日) (平成21年３月31日) 

当連結会計年度末

※８ 当座貸越契約及び貸付金に係るコミットメントラ

イン契約は、顧客からの融資実行の申し出を受けた

場合に、契約上規定された条件について違反がない

























※１ 連結貸借対照表の「有価証券」のほか、「特定取引資産」中の有価証券、「現金預け金」中の譲

渡性預け金、並びに「買入金銭債権」中の商品投資受益権等も含めて記載しております。 











    

(その他有価証券評価差額金) 

Ⅰ 前連結会計年度 

○その他有価証券評価差額金(平成20年３月31日現在) 

連結貸借対照表に計上されている「その他有価証券評価差額金」の内訳は、次のとおりであります。 

  

 



(デリバティブ取引関係) 

Ⅰ 前連結会計年度 

(1) 取引の内容 

当社グループの行っているデリバティブ取引は、以下の通りです。 

・金利関連取引：金利スワップ、金利先物、金利オプション、金利先曝�o

´通旙関連取引´通旙スワップ´通斷

？ｩH�関連取引：ｩH�轌�H先物：ｩH�轌�Hオプション！tﾈ恢��羽ズ:ｨオプショ�？ﾜ(羽関連取引：ﾜ(羽先物：ﾜ(羽先腹

？+









(3) 株式関連取引(平成20年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

２ 時価の算定 

取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。 

店頭取引については、割引現在価値やオプション価格計算モデル等により算定しております。 

  

(4) 債券関連取引(平成20年３月31日現在) 

  

 
(注) １ 上記取引については時価評価を行い、評価損益を連結損益計算書に計上しております。 

なお、ヘッジ会計が適用されているデリバティブ取引は、上記記載から除いております。 

２ 時価の算定 

取引所取引については、東京証券取引所等における最終の価格によっております。 

店頭取引については、オプション価格計算モデル等により算定しております。 

  

区分 種類
契約額等
(百万円)

契約額等のうち
１年超のもの 
(百万円)

時価 
(百万円)

(�

















(退職給付関係) 

１ 採用している退職給付制度の概要 

国内連結子会社は、確定給付型の制度として、確定給付企業年金制度、厚生年金基金制度、適格退

職年金制度及び退職一時金制度等を設けております。また、従業員の退職等に際して、退職給付会計















Ⅱ 当連結会計年度(自 平成20年４月１日 至 平成21年３月31日) 

１ ストック・オプションにかかる当連結会計年度における費用計上額及び科目名ﾙ�ｬ営N
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(自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前連結会計年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当連結会計年度

２．株式交換の方法及び内容 

（１）株式交換の方法 





⑤ 【連結附属明細表】 

【社債明細表】 
  

会社名 銘柄 発行年月日
前期末残高
(百万円)

当期末残高
(百万円)

利率 
(％)

担保 償還期限

当社 

第２回無担保社債 平成16年10月27日 50,000
50,000

[50,000]
0.81 なし 平成21年10月27日

第４回無担保社債 平成17年３月11日 50,000
50,000

[50,000]







(2) 【その他】 

① ~当連結会計年度における四半期情報 

  

       





(単位：百万円)

前事業年度 
(平成20年３月31日) 

当事業年度 
(平成21年３月31日) 

負債の部   

流動負債   

短期借入金









【重要な会計方針】 
  

 
  

項目 (自 平成19年４月１日 
至 平成20年３月31日) 

前事業年度
(自 平成20年４月１日 
至 平成21年３月31日) 

当事業年度

１ 有価証券の評価基準及び

評価方法 

その他有価証券のうち預金と同様の性

格を有するものの評価基準及び評価方

法は移動平均法による源�ﾏ法にﾁﾉﾄyび

法は移動平均法に�その他有価証券の�

法は移動平均法によｙび

























  

 
  

前事業年度末 
(平成20年３月31日) 

当事業年度末 
(平成21年３月31日) 

       ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は次の     ２．１株当たり純資産額の算定上の基礎は次の

      通りであります。      通りであります。 

純資産の部の合計額 6,757,021百万円 純資産の部の合計額 7,717,307百万円

純資産の部の合計額から控除する 
金額 

342,543百万円
純資産の部の合計額から控除する 
金額 

654,359百万円

 うち優先株式 340,135百万円 うち優先株式 649,709百万円

 うち新株予約権 4,650百万円









④ 【附属明細表】 

当事業年度(兵















（5) 有価証券報告書及び半期報告書の訂正報告書 

 
  
（6) 臨時報告書 

 
  
（7) 臨時報告書の訂正報告書 

 
  

（8) 発行登録書及びその添付書類 

 
  
（9) 訂正発行登録書 

 
  

（10) 発行登録取下届出書 

 
（注）(8)平成20年10月27日提出の発行登録書の取下届出書 

  

（11) 自己株券買付状況報告書 

事業年度 期間 提出日

第２期 自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日 平成20年６月23日

第３期中 自 平成19年４月１日 至 平成19年９月30日 平成20年６月23日

第２期 自 平成18年４月１日 至 平成19年３月31日 平成20年12月１日

第３期 自 平成19年４月１日 至 平成20年３月31日 平成20年12月１日
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